
 

 

与謝野町では、認知症等で徘徊により行方不明になるおそれのある高齢者等を、より早期

に発見・保護するため、遠隔地から位置情報を発信する携帯型端末等の購入経費や初期費用

等を補助します。(レンタルは除く) 

 

 

【対象者(いずれかに該当される方)】 

▶与謝野町認知症見守りネットワークに事前登録された方 

▶与謝野町認知症見守りネットワークに登録者の四親等内の親族であって、登録

者のための位置探索サービス利用に係る契約を結んだ方 

 

【補助対象経費】 

▶利用契約に要する初期費用(上限 1万円まで・1人 1回限り) 

 ➀位置探索機や主たる目的としてＧＰＳにより情報を発信する携帯電話および充電器の

購入に要する経費(いずれも 1個に限る) 

 ②利用契約に係る加入料・初期費用・事務手数料等の諸経費     

 

【利用者負担】 

▶月額基本料や探索費用は自己負担です。         

 

【申請方法・必要書類】 

▶申請書に下記の添付書類を添付、与謝野町役場福祉課に提出してください。 

➀補助対象経費に係る領収書または支払った事が確認できる書類の写し 

②補助対象経費の内訳を確認できる書類の写し 

 

問い合わせ先：与謝野町役場福祉課・地域包括支援センター ☎43-9021 


